
議案第７号  

 

   白井市地区計画の区域内における建築物の制限に関する   

条例の一部を改正する条例の制定について  

 

 白井市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一

部を改正する条例を次のように制定する。  

 

  令和７年１１月２１日提出  

 

           白井市長  笠 井  喜 久 雄    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

 本案は、市役所周辺地区及び復業務施設地区の地区整備計画を都市

計画決定したため、条例の一部を改正するものです。  
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   白井市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

の一部を改正する条例  

 

 白井市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平

成２１年条例第１８号）の一部を次のように改正する。  

 別表第１に次のように加える。  

市役所周辺地区地区

整備計画区域 

都市計画法第２０条第１項の規定により

告示された市役所周辺地区地区計画におい

て地区整備計画が定められている区域 

復業務施設地区地区

整備計画区域 

都市計画法第２０条第１項の規定により

告示された復業務施設地区地区計画におい

て地区整備計画が定められている区域 

 別表第２に次のように加える。  

  市役所周辺地区地区整備計画区域  

計 画 地 区 の

名称 

制限 

事項 内容 

行 政 ・ 福

祉 ・ 医 療 地

区Ａ 

建 築 物 の 用 途

の制限 

 次に掲げる建築物は、建築しては

ならない。 

(1) 法別表第２ (い)項第１号から第７

号までに規定する建築物 

(2) 大学、高等専門学校、専修学校

その他これらに類するもの 

(3) 店舗、飲食店その他これらに類

する用途に供するもので、その用

途に供する部分の床面積の合計が

１５０平方メートルを越えるもの

(4) ボーリング場、スケート場、水

泳場その他これらに類するもの 

(5) ホテル又は旅館 
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(6) 自動車教習所又は畜舎 

(7) マージャン屋、ぱちんこ屋、射

的場、勝馬投票券発売所、場外車

券場売場その他これらに類するも

の 

(8) カラオケボックスその他これに

類するもの 

(9) 劇場、映画館、演芸場、観覧場

その他これらに類するもの 

(10) キャバレー、料理店、ナイトク

ラブ、ダンスホールその他これら

に類するもの 

(11) 倉庫業を営む倉庫 

(12) 工場又は自動車修理工場 

(13) 廃棄物の処理及び清掃に関する

法 律 （ 昭 和 ４ ５ 年 法 律 第 １ ３ ７

号）に規定する一般廃棄物又は産

業廃棄物の処理の用に供する建築

物（自己の廃棄物の処理の用に供

する場合を除く。） 

建 築 物 の 敷 地

面 積 の 最 低 限

度 

４００平方メートル 

壁 面 の 位 置 の

制限 

 道路から建築物の外壁又はこれに

代わる柱の面までの後退距離は、次

に掲げるとおりとする。 

(1) １号壁面線においては、５メー

トル以上 

(2) ２号壁面線においては、２メー

トル以上 
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建 築 物 の 高 さ

の最高限度 

２０メートル 

行 政 ・ 福

祉 ・ 医 療 地

区Ｂ 

建 築 物 の 用 途

の制限 

 次に掲げる建築物は、建築しては

ならない。 

(1) 法別表第２ (い)項第１号から第７

号までに規定する建築物（図書館

の用に供するものを除く。） 

(2) 大学、高等専門学校、専修学校

その他これらに類するもの 

(3) 店舗、飲食店その他これらに類

する用途に供するもので、その用

途に供する部分の床面積の合計が

５００平方メートルを越えるもの

(4) ボーリング場、スケート場、水

泳場その他これらに類するもの 

(5) ホテル又は旅館 

(6) 自動車教習所又は畜舎 

(7) マージャン屋、ぱちんこ屋、射

的場、勝馬投票券発売所、場外車

券場売場その他これらに類するも

の 

(8) カラオケボックスその他これに

類するもの 

(9) キャバレー、料理店、ナイトク

ラブ、ダンスホールその他これら

に類するもの 

(10) 倉庫業を営む倉庫 

(11) 工場又は自動車修理工場 

(12) 廃棄物の処理及び清掃に関する

法律に規定する一般廃棄物又は産
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業廃棄物の処理の用に供する建築

物（自己の廃棄物の処理の用に供

する場合を除く。） 

建 築 物 の 敷 地

面 積 の 最 低 限

度 

４００平方メートル 

壁 面 の 位 置 の

制限 

 道路から建築物の外壁又はこれに

代わる柱の面までの後退距離は、次

に掲げるとおりとする。 

(1) １号壁面線においては、５メー

トル以上 

(2) ２号壁面線においては、２メー

トル以上 

建 築 物 の 高 さ

の最高限度 

２０メートル 

中 心 拠 点 施

設地区Ａ 

建 築 物 の 用 途

の制限 

 次に掲げる建築物は、建築しては

ならない。 

(1) 法別表第２ (い)項第１号から第７

号までに規定する建築物 

(2) ボーリング場、スケート場、水

泳場その他これらに類するもの 

(3) ホテル又は旅館 

(4) 自動車教習所又は畜舎 

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射

的場、勝馬投票券発売所、場外車

券場売場その他これらに類するも

の 

(6) カラオケボックスその他これに

類するもの 

(7) キャバレー、料理店、ナイトク
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ラブ、ダンスホールその他これら

に類するもの 

(8) 倉庫業を営む倉庫 

(9) 工場又は自動車修理工場 

(10) 廃棄物の処理及び清掃に関する

法律に規定する一般廃棄物又は産

業廃棄物の処理の用に供する建築

物（自己の廃棄物の処理の用に供

する場合を除く。） 

建 築 物 の 敷 地

面 積 の 最 低 限

度 

４００平方メートル 

壁 面 の 位 置 の

制限 

 道路から建築物の外壁又はこれに

代わる柱の面までの後退距離は、次

に掲げるとおりとする。 

(1) １号壁面線においては、５メー

トル以上 

(2) ２号壁面線においては、２メー

トル以上 

建 築 物 の 高 さ

の最高限度 

５０メートル 

中 心 拠 点 施

設地区Ｂ 

建 築 物 の 用 途

の制限 

 次 に 掲 げ る 建 築 物 以 外 の 建 築 物

は、建築してはならない。 

(1) データセンターの用に供する事

務所 

(2) 危険物の貯蔵又は処理に供する

もの 

(3) 前２号の建築物に附属する建築

物 
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 壁 面 の 位 置 の

制限 

 道路から建築物の外壁又はこれに

代わる柱の面までの後退距離は、次

に掲げるとおりとする。 

(1) １号壁面線においては、５メー

トル以上 

(2) ２号壁面線においては、２メー

トル以上 

 建 築 物 の 高 さ

の最高限度 

５０メートル 

  復業務施設地区地区整備計画区域  

計 画 地 区 の

名称 

制限 

事項 内容 

業 務 施 設 地

区 А （ デ ー

タ セ ン タ

ー ・ 変 電 所

用地） 

建 築 物 の 用 途

の制限 

 次 に 掲 げ る 建 築 物 以 外 の 建 築 物

は、建築してはならない。 

(1) 事務所（データセンター） 

(2) 電気供給施設（変電所） 

(3) 前２号に掲げる建築物に附属す

るもの 

建 築 物 の 敷 地

面 積 の 最 低 限

度 

１０，０００平方メートル 

壁 面 の 位 置 の

制限 

 道路境界線及び敷地境界線から建

築物の外壁又はこれに代わる柱の面

までの距離は、１号壁面線において

は１０メートル以上、２号壁面線に

おいては６メートル以上とする。た

だし、次の各号のいずれかに該当す

るものについては、この限りではな

い。 
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(1) 電気供給施設（変電所） 

(2) 事務所（データセンター）の附

属建築物 

(3) 電気供給施設（変電所）の附属

建築物 

建 築 物 の 高 さ

の最高限度 

４０メートル。ただし、１号境界線

からの水平距離が２５メートル未満

の 範 囲 に お け る 建 築 物 の 高 さ は 、

１０メートル以下でなければならな

い。 

業 務 施 設 地

区 Ｂ （ 地 域

貢献施設）

建 築 物 の 用 途

の制限 

 次 に 掲 げ る 建 築 物 以 外 の 建 築 物

は、建築してはならない。 

(1) 店舗又は飲食店 

(2) 事務所（集会所） 

(3) 前２号に掲げる建築物に附属す

るもの 

 建 築 物 の 敷 地

面 積 の 最 低 限

度 

１，０００平方メートル 

 壁 面 の 位 置 の

制限 

 道路境界線及び敷地境界線から建

築物の外壁又はこれに代わる柱の面

までの距離は、１メートル以上とす

る。ただし、次の各号のいずれかに

該当するものについては、この限り

ではない。 

(1) 店舗又は飲食店の附属建築物 

(2) 事務所（集会所）の附属建築物

 建 築 物 の 高 さ

の最高限度 

１０メートル 

   附 則  
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 この条例は、公布の日から施行する。  
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議案第７号資料の１ 

○白井市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成２１年条例第１８号）新旧対照表 

改 正 案 現  行 

（略） （略） 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

名称 区域 

（略） 

市役所周辺地区地区

整備計画区域 

都市計画法第２０条第１項の規定により

告示された市役所周辺地区地区計画におい

て地区整備計画が定められている区域 

復業務施設地区地区

整備計画区域 

都市計画法第２０条第１項の規定により

告示された復業務施設地区地区計画におい

て地区整備計画が定められている区域 
 

名称 区域 

（略） 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 

（略） （略） 

 市役所周辺地区地区整備計画区域  

計画地区の

名称 

制限 

事項 内容 

行 政 ・ 福

祉・医療地

区Ａ 

建築物の用途

の制限 

 次に掲げる建築物は、建築しては

ならない。 

(1) 法別表第２（い）項第１号から

第７号までに規定する建築物 

(2) 大学、高等専門学校、専修学校

その他これらに類するもの 

(3) 店舗、飲食店その他これらに類

する用途に供するもので、その用

途に供する部分の床面積の合計

が１５０平方メートルを越える

もの 

(4) ボーリング場、スケート場、水

泳場その他これらに類するもの

(5) ホテル又は旅館 

(6) 自動車教習所又は畜舎 

(7) マージャン屋、ぱちんこ屋、射

的場、勝馬投票券発売所、場外車

券場売場その他これらに類する

もの 

(8) カラオケボックスその他これ

に類するもの 

(9) 劇場、映画館、演芸場、観覧場

その他これらに類するもの 

(10) キャバレー、料理店、ナイト

クラブ、ダンスホールその他これ

らに類するもの 

(11) 倉庫業を営む倉庫 

(12) 工場又は自動車修理工場 

(13) 廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律（昭和４５年法律第１３７

号）に規定する一般廃棄物又は産

業廃棄物の処理の用に供する建

築物（自己の廃棄物の処理の用に

供する場合を除く。） 

建築物の敷地４００平方メートル 

（新設） 
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面積の最低限

度 

壁面の位置の

制限 

 道路から建築物の外壁又はこれに

代わる柱の面までの後退距離は、次

に掲げるとおりとする。 

(1) １号壁面線においては、５メー

トル以上 

(2) ２号壁面線においては、２メー

トル以上 

建築物の高さ

の最高限度 

２０メートル 

行 政 ・ 福

祉・医療地

区Ｂ 

建築物の用途

の制限 

 次に掲げる建築物は、建築しては

ならない。 

(1) 法別表第２（い）項第１号から

第７号までに規定する建築物（図

書館の用に供するものを除く。）

(2) 大学、高等専門学校、専修学校

その他これらに類するもの 

(3) 店舗、飲食店その他これらに類

する用途に供するもので、その用

途に供する部分の床面積の合計が

５００平方メートルを越えるもの

(4) ボーリング場、スケート場、水

泳場その他これらに類するもの

(5) ホテル又は旅館 

(6) 自動車教習所又は畜舎 

(7) マージャン屋、ぱちんこ屋、射

的場、勝馬投票券発売所、場外車

券場売場その他これらに類するも

の 

(8) カラオケボックスその他これ

に類するもの 

(9) キャバレー、料理店、ナイトク

ラブ、ダンスホールその他これら

に類するもの 

(10) 倉庫業を営む倉庫 

(11) 工場又は自動車修理工場 

(12) 廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律に規定する一般廃棄物又は

産業廃棄物の処理の用に供する建

築物（自己の廃棄物の処理の用に

供する場合を除く。） 

建築物の敷地

面積の最低限

度 

４００平方メートル 

壁面の位置の

制限 

 道路から建築物の外壁又はこれに

代わる柱の面までの後退距離は、次

に掲げるとおりとする。 

(1) １号壁面線においては、５メー

トル以上 

(2) ２号壁面線においては、２メー

トル以上 

建築物の高さ

の最高限度 

２０メートル 

中心拠点施

設地区Ａ 

建築物の用途

の制限 

 次に掲げる建築物は、建築しては

ならない。 

(1) 法別表第２（い）項第１号から

第７号までに規定する建築物 
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(2) ボーリング場、スケート場、水

泳場その他これらに類するもの

(3) ホテル又は旅館 

(4) 自動車教習所又は畜舎 

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射

的場、勝馬投票券発売所、場外車

券場売場その他これらに類するも

の 

(6) カラオケボックスその他これ

に類するもの 

(7) キャバレー、料理店、ナイトク

ラブ、ダンスホールその他これら

に類するもの 

(8) 倉庫業を営む倉庫 

(9) 工場又は自動車修理工場 

(10) 廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律に規定する一般廃棄物又は

産業廃棄物の処理の用に供する建

築物（自己の廃棄物の処理の用に

供する場合を除く。） 

建築物の敷地

面積の最低限

度 

４００平方メートル 

壁面の位置の

制限 

 道路から建築物の外壁又はこれに

代わる柱の面までの後退距離は、次

に掲げるとおりとする。 

(1) １号壁面線においては、５メー

トル以上 

(2) ２号壁面線においては、２メー

トル以上 

建築物の高さ

の最高限度 

５０メートル 

中心拠点施

設地区Ｂ 

建築物の用途

の制限 

 次に掲げる建築物以外の建築物

は、建築してはならない。 

(1) データセンターの用に供する

事務所 

(2) 危険物の貯蔵又は処理に供す

るもの 

(3) 前２号の建築物に附属する建

築物 

壁面の位置の

制限 

 道路から建築物の外壁又はこれに

代わる柱の面までの後退距離は、次

に掲げるとおりとする。 

(1) １号壁面線においては、５メー

トル以上 

(2) ２号壁面線においては、２メー

トル以上 

建築物の高さ

の最高限度 

５０メートル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 復業務施設地区地区整備計画区域  

計画地区の

名称 

制限 

事項 内容 

業務施設地

区А（デー

タ セ ン タ

ー・変電所

建築物の用途

の制限 

 次に掲げる建築物以外の建築物

は、建築してはならない。 

(1) 事務所（データセンター） 

(2) 電気供給施設（変電所） 

（新設） 
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用地） (3) 前２号に掲げる建築物に附属

するもの 

建築物の敷地

面積の最低限

度 

１０，０００平方メートル 

壁面の位置の

制限 

 道路境界線及び敷地境界線から建

築物の外壁又はこれに代わる柱の面

までの距離は、１号壁面線において

は１０メートル以上、２号壁面線に

おいては６メートル以上とする。た

だし、次の各号のいずれかに該当す

るものについては、この限りではな

い。 

(1) 電気供給施設（変電所） 

(2) 事務所（データセンター）の附

属建築物 

(3) 電気供給施設（変電所）の附属

建築物 

建築物の高さ

の最高限度 

４０メートル。ただし、１号境界線

からの水平距離が２５メートル未満

の範囲における建築物の高さは、

１０メートル以下でなければならな

い。 

業務施設地

区Ｂ（地域

貢献施設） 

建築物の用途

の制限 

 次に掲げる建築物以外の建築物

は、建築してはならない。 

(1) 店舗又は飲食店 

(2) 事務所（集会所） 

(3) 前２号に掲げる建築物に附属

するもの 

 建築物の敷地

面積の最低限

度 

１，０００平方メートル 

 壁面の位置の

制限 

 道路境界線及び敷地境界線から建

築物の外壁又はこれに代わる柱の面

までの距離は、１メートル以上とす

る。ただし、次の各号のいずれかに

該当するものについては、この限り

ではない。 

(1) 店舗又は飲食店の附属建築物

(2) 事務所（集会所）の附属建築物

 建築物の高さ

の最高限度 

１０メートル 
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